
＼

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚水

野

恭

一

郎

一

板
倉
氏
が
、
備
中
国
賀
陽
郡
庭
瀬

(現
、
岡
山
市
庭
瀬
)
二
万
石

の
領
主
と
な

っ
た
の
は
、
江
戸
中
期
の
元
禄
十
二
年

(
一
六
九

九
)
二
月
、
板
倉
重
高
が
、
そ
れ
ま
で
の
上
総
国
市
原
郡
高
滝
か
ら
、

こ
の
地

へ
移
封
さ
れ
た
時
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
庭
瀬

ふ
こ
う
ず

藩

主
板
倉
家
で
は
、
そ
の
藩
の
祖
と
し
て
、
重
高
の
高
祖
父
に
あ
た
る
板
倉
重
昌

(そ
の
こ
ろ
は
三
河
国
額
田
郡
深
溝
藩
主
。
現
、
愛

か
つ
よ
し

知

県
額
田
郡
幸
田
村
深
溝
)
を
仰

い
で
い
る
。
そ
し
て
、
初
代
庭
瀬
藩
主
重
高
か
ら
五
代
目
の
勝
喜
の
時
、
寛

政
四
年

(
一
七
九
二
)
、

し
げ
の
り

す
が

や
ま

庭

瀬
の
藩
邸
内

に
、
遠
祖
板
倉
重
昌
お
よ
び
、
そ
の
嫡
男
重
矩
を
祀
る
御
廟
と
し
て
、
清
山
神
社
を
創
建
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
重
昌

・
重
矩
に
関
係
す
る
主
要
な
文
書
を
社
殿
内
に
奉
安
し
た
。
こ
の
文
書

の
類
は
、
近
時
、
清
山
神
社
か
ら
庭
瀬

の
吉
備
公
民
館
に
移
し

て
保
管
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
板
倉
重
昌
お
よ
び
重
矩

の
関
係
文
書

の
内
、
特
に
注
目
に
価
す
る
も
の
若
干
を
、
こ
こ
に
取
り
あ
げ

て
、
そ
の
文
書

の
周
辺
を
尋
ね
て
み
た
い
。
な
お
、
藩
祖
と
さ
れ
る
板
倉
重
昌
は
、
江
戸
幕
府

の
も
と
で
初
代

の
京
都
所
司
代
と
な

っ

た
板
倉
勝
重
の
三
男
で
あ
る
。

板
倉
氏
は
、
そ
の
祖
先
を
、
鎌
倉
中
期
の
こ
ろ
、
足
利
泰
氏
の
次
男

で
下
野
国
足
利
郡
板
倉
郷

(現
、
足
利
市
板
倉
町
)
に
住
し
、

足
利

一
門
の
名
家
渋
川
氏

の
祖
と
な

っ
た
渋
川
義
顕

(板
倉

二
郎
と
称
し
た
こ
と
も
あ
る
)
に
仮
託
し
、
板
倉

の
姓
も
、
こ
れ
に
因
む

も

の
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
確
証
は
な
く
、
板
倉
氏
の
家
系
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
戦

国
時
代
、
板
倉
勝
重
の

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚



二

お

み

祖

父
頼
重
の
こ
ろ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
頼
重
は
、
三
河
国
額
田
郡
小
美
村

(現
、
岡
崎
市
小
美
町
)
に
住
し
、
三
河
松
平
家

の
支

族

で
あ
る
深
溝
松
平
家
の
、
松
平
大
炊
助
忠
定
に
属
し
て
い
た
。
頼
重
の
嫡
子
好
重
も
、
引
き

つ
づ
き
松
平
忠
定

の
子
好
景
に
仕
え
た

あ
お

み

が
、
永
禄
四
年

(
一
五
六

一
)
四
月
、
同
国
の
吉
良
義
昭
と
の
合
戦
で
、
好
景

の
深
溝
城
外
で
、
主
君
と
と
も
に
討
死
を
遂
げ
、
碧
海

郡
中
島
村

(現
、
岡
崎
市
中
島
町
)
の
永
安
寺
に
葬
ら
れ
た
。
こ
の
永
安
寺
は
、
そ
の
後
、
板
倉
勝
重

の
代
、
慶

長
の
は
じ
め
に
、
幡

か
い
ふ
く

豆
郡
貝
吹
村

(現
、
西
尾
市
貝
吹
町
)

へ
移
さ
れ
て
、
寺
号
を
長
円
寺
と
改
め
、
以
来
、
板
倉
家
代
々
の
菩
提
所

と
な

っ
て
い
る
。

好
重
討
死
の
あ
と
は
、
そ
の
三
男
定
重
が
継

い
だ
が
、
こ
の
定
重
も
、
天
正
九
年

(
一
五
八

一
)
三
月
、
徳
川
家
康
が
武
田
勝
頼
の

属
城
遠
江
国
高
天
神
城

(現
、
静
岡
県
小
笠
郡
大
東
町
)
を
攻
略
し
た
合
戦

に
従
軍
し
て
討
死
を
遂
げ
た
。

板
倉
勝
重
は
、
好
重
の
二
男

で
、
討
死
し
た
定
重

の
兄
で
あ
る
が
、
早
く
よ
り
出
家
し
て
、
前
記

の
永
安
寺
の
住
侶
と
な

り
、
香
誉

宗
哲
と
号
し
て
い
た
が
、
定
重

の
死
に
よ

っ
て
、
主
君
徳
川
家
康

の
仰
せ
を
う
け
て
、
還
俗
し
て
板
倉

の
家
督
を
継

い
だ
。
一壁
米
、
勝

重

は
、
家
康
の
信
任
を
得
て
重
く
用

い
ら
れ
、
関

ヶ
原
の
合
戦
後
、
慶
長
六
年

(
一
六
〇

一
)
に
は
、
米
津
清
勝

・
加
藤
正
次
と
と
も

に
、
京
都
三
奉
行

の

一
人
と
な
り
、
更
に
、
慶
長
八
年

二
月
、
徳
川
家
康

の
将
軍
宣
下
後
、
勝
重
は
、
正
式
に
初

代
の
京
都
所
司
代
に

挙
げ
用
い
ら
れ
た
。
以
来
、
将
軍
家
康
お
よ
び
二
代
将
軍
秀
忠

の
も
と
で
、
京
都
所
司
代
の
任
に
あ
る
こ
と
十
七
年
、
そ
の
間
、
京
都

の
民
政
は
も
と
よ
り
、
幕
政

の
上
で
も
重
責
を
果
た
し
、
所
領
も
都
合

一
万
六
千
六
百
石
余
を
領
し
た
。
元
和
六
年

(
一
六
二
〇
)
高

齢

に
よ
り
、
そ
の
職
を
辞
し
、
四
年
後
の
寛
永
元
年

(
一
六
二
四
)
四
月
、
京
都
堀
川

の
邸
で
死
去
し
た
。
(年

八
十

一
歳
)

勝
重
の
家
督
は
嫡
男
重
宗
が
継
ぎ
、
元
和
六
年
父
勝
重
辞
任

の
あ
と
を
引
き

つ
い
で
、
江
戸
幕
府
第

二
代
の
京
都
所
司
代
と
な
り
、

二
代
将
軍
秀
忠

・
三
代
将
軍
家
光
か
ら
厚

い
信
任
を
う
け
て
、
父
勝
重
に
つ
づ
い
て
、
幕
政
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
多
く
、
四
代
将
軍
家

綱

治
世
の
初
め
承
応
三
年

(
一
六
五
四
)
に
至
る
ま
で
、
歴
代
京
都
所
司
代
中
、
最
長

の
、
実
に
三
十
四
年
の
長

き
に
わ
た

っ
て
京
都

所

司
代
の
任
に
あ
り
、
殊
に
そ
の
善
政
を
謳
わ
れ
た
。
そ
の
晩
年
、
明
暦
二
年

(
一
六
五
六
)
に
は
、
下
総
国
葛

飾

・
猿
島

・
相
馬

・

せ
き
や
ど

豊

田
四
郡
の
内
で
五
万
石
を
領
し
て
、
葛
飾
郡
関
宿
城
を
賜
り
、
(現
、
千
葉
県
東
葛
飾
郡
関
宿
町
)
、
こ
の
年
十

二
月
朔
日
、
関
宿
に



お

い
て
卒
去
し
た
。

(年
七
十

一
歳
)

こ
の
よ
う
に
、
板
倉
氏
の
嫡
宗
は
、
勝
重

・
重
宗

の
二
代
、
合
わ
せ
て
五
十

一
年
、
ま
さ
に
半
世
紀
に
わ
た

っ
て
、
江
戸
幕
府
成
立

初
期
の
京
都
所
司
代

の
職
を
勤
め
、
徳
川
氏
譜
代
の
大
名

の
中
で
も
、
重
ん
ぜ
ら
れ
る
存
在
と
な

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
備
中
庭

瀬
藩
主

の
板
倉
氏
が
、
そ
の
遠
祖
と
仰
ぐ
板
倉
重
昌
は
、
勝
重
の
三
男
で
、
重
宗

の
弟
で
あ
る
。

二

板
倉
重
昌
は
、
天
正
十
六
年

(
一
五
八
八
)
の
生
ま
れ
で
、
父
勝
重

・
兄
重
宗
と
同
様
に
、
徳
川
家
康
に
仕
え
て
近
侍
し
、
殊
に
、

慶
長
十
年

(
一
六
〇
五
)
家
康
が
将
軍
の
職
を
秀
忠

に
譲

っ
て
、
慶
長
十
二
年
駿
府
に
居
城
す
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
も
、
駿
府
城
に

お

い
て
、
松
平
正
綱

・
秋
元
泰
朝
と
と
も
に
、
近
習

の
出
頭
人
に
補
せ
ら
れ
る
な
ど
、
家
康

の
信
任
が
厚
か

っ
た
。
次

い
で
大
坂
冬

・

夏

の
陣

に
も
出
陣
し
て
、
天
王
寺

口
を
守

っ
て
功
あ
り
、
元
和
二
年

(
=
ハ
一
六
)
家
康
死
去
の
年
ま
で
に
、
累
進
し
て
五
千
二
百
三

十
石
余
を
領
し
た
が
、
更
に
寛
永
元
年

(
一
六
二
四
)
父
勝
重
の
没
後
、
そ
の
遺
領
の
内
、
三
河
国
額
田

・
幡
豆

・
碧
海
三
郡
内
で
六

千
六
百
十
石
余
を
分
か
ち
与
え
ら
れ
て
、
都
合

一
万
千
八
百
五
十
石
余
を
領
し
て
、
額
田
郡
深
溝
に
住
し
た
。
な
お
、
そ
の
後
、
寛
永

十
年

(
一
六
三
三
)
封
地
の
新
田
を
合
わ
せ
て

一
万
五
千
石
の
大
名
と
な

っ
て
い
る
。

三
代
将
軍
家
光
か
ら
の
信
任
も
厚
く
、
そ
の
前
年
、
寛
永
九
年
十
月
、
細
川
忠
利
が
、
加
藤
忠
広
改
易
の
あ
と
を
う
け
て
、
豊
前
小

倉
城
か
ら
肥
後
熊
本
城
主
に
、
忠
利
の
父
忠
興
が
豊
前
中
津
城
か
ら
肥
後
八
代
城
主
に
、
小
笠
原
忠
真
が
播
磨
明
石
城
か
ら
豊
前
小
倉

城
主
に
、
そ
れ
ぞ
れ
移
封
さ
れ
る
に
あ
た

っ
て
、
板
倉
重
昌
が
上
使
を
命
ぜ
ら
れ
て
九
州
に
赴
き
、
城
引
渡

の
重
役
を
勤
め
て
い
る
。

　こ

こ
れ
ら
の
こ
と
も
、
重
昌
の
、
将
軍
家
光
か
ら
の
信
任

の
厚
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
細
川

・
小
笠
原
氏
な
ど
、
九
州
の
有
力
な
大
名
た
ち
と
の
間
の
因
縁
も
あ

っ
て
か
、
寛
永
十
四
年

(
一
六
三
七
)
十

一

月
、
益
田
時
貞

(天
草
四
郎
)
を
盟
主
に
、
農
民
軍
が
蜂
起
し
て
、
肥
前
国
島
原
の
原
城
に
立
て
籠

っ
て

一
揆
を
起
し
た
、
い
わ
ゆ
る

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚

三



〔文書一〕江戸幕府老中連署奉書(部 分)

四

島
原
の
乱

に
、
板
倉
重
昌
は
、
十

一
月
九
日
、
九
州
の
諸
大
名
を
督
励
し
て

一
揆
を

鎮
定
せ
し
め
る
た
め
の
上
使
を
命
ぜ
ら
れ
て
、
十

二
月
五
日

に
は
島
原
に
着
陣
し
、

原
城
攻
囲
中

の
細
川
忠
利
の
子
光
尚
、
筑
後
柳
河
城
主
立
花
宗
茂
、
筑
後
久
留
米
城

主
有
馬
忠
頼
、
肥
前
佐
賀
城
主
鍋
島
勝
茂
ら
の
軍
勢
の
指
揮

に
あ
た

っ
た
。

庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来

の
古
文
書
に
は
、
こ
の
島
原
の
乱
に
際
し
て
の
、
板
倉
重
昌

に
関
す
る
文
書
が
、
二
通
伝
存
し
て
い
る
。
そ
の
内

の

一
通
は
、

(寛
永
十
四
年
)

十
二
月
晦
日
付
の
江
戸
幕
府
老
中
連
署
奉
書
で
、
こ
の
文
書

は
、
島
原
の
陣
中
か
ら
、

板
倉
重
昌
が
、
十
二
月
十
七

・
十
八

・
十
九
日
の
三
日
間
、
島
原
の
戦
況
を
、
相

つ

い
で
江
戸

に
報
告
し
た
の
に
対
す
る
幕
府
か
ら
の
返
書
で
あ

る
。
こ
の
文
書

に
記
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
〔文
書

一
〕

　　
　
　
　
　

一
筆
令
申
候
、
公
方
様

一
段
御
機
嫌
能
被
成
御
座
候
間
、
可
心
易
候
、

　チ
ニ
　
　

　　
　
レ

一
、
去
十
七
日

・
十
八
日

・
十
九
日
之
御
状
令
披
見
候
、
鍋
島
信
濃
守
者
共
、
仕

　　

　
　

寄

い
た
し
、
せ
い
ろ
う
な
と
申
付
、
大
筒
う
た
せ
候
由

承
候
、
城
之
西
之
方
河

川

へ
塩
さ
し
入
候
付
、
塩
留

い
た
し
、
仕
寄
被
申
付
之
由
、
得
其
意
候
事
、

ヨ
ホ
　
　

一
、
十
九
日
御
状

二
承
候
、
十
八
日

二
立
花
飛
騨
守
者
、

浜
手
之
方
、

一
仕
寄
仕

之
由
、
并
鍋
島
信
濃
守
仕
寄
之
道
具
到
来
付
而
、
弥
無

油
断
、
申
付
之
由
、
承

届
候
事
、　　

　
　

一
、
細
川
越
中
守
船
手
之
者
、
其
元

へ
参
候
付
、
海
手
よ
り
大
筒
う
た
せ
候
由
、

何
も
示
給
候
之
趣
、
達
上
聞
候
、
度
々
如
申
入
、
其
元
之
様
子
、
追
々
可
被
申



上
候
、
恐
々
謹
言
、

(寛
永
十
四
年
)

+
二
月
晦
日

(土
井
利
勝
以
下

老
中
四
名
連
署
)

　　
ロヨ

板
倉
内
膳
正
殿

と
あ

っ
て
、
十
二
月
中
旬
、
板
倉
重
昌
の
都
督
下

に
お
け
る
原
城
攻
囲

の
様
子
の

一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
も

一
揆
鎮
圧
の
戦
況
は
、
急

に
は
、
は
か
ば
か
し

い
進
展
を
見
得
な
い
状
況
の
も
と
で
、
幕
府

で
は
、
こ
れ
よ
り

う
じ
か
ね

さ
き
十

一
月
二
十
七
日
、
老
中
松
平
信
綱

(武
蔵
忍
城
主
)
お
よ
び
美
濃
大
垣
城
主
戸
田
氏
鉄
を
、
重
ね
て
島
原

の

一
揆
鎮
圧
の
上
使

と
し
て
派
遣
し
、

こ
の
両
将
に
率

い
ら
れ
た
凡
そ
五
千
の
軍
勢
が
、
十
二
月
二
十
九
日
に
は
、
す
で
に
豊
前
小

倉

(城
主
小
笠
原
忠

真
)

に
着
陣
し
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
。
こ
の
上
使
松
平
信
綱
ら
の
重
ね
て
の
派
遣
は
、
板
倉
重
昌
に
と

っ
て
は
、
幕
府
の
閣
老

た

ち
か
ら
、
自
分

の
無
力
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
、
疑
心
を
い
だ
き
、
松
平
信
綱
ら
が
島
原

に
到
着
す
る
以
前
に
、

原
城

の
攻
略
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
面
目
が
立
た
な

い
と
の
、
追

い
つ
め
ら
れ
た
境
地
に
立
た
さ
れ
た
こ
と
は
、
察
す
る
に
難
く
な
い
と

　　
　

こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
追
い
つ
め
ら
れ
た
心
境
の
も
と
で
、
重
昌
は
、
十
二
月
晦
日
、
急
遽
諸
将
を
集
め
て
協
議
し
、
明
日
、
年
明
け
て
寛
永

十
五
年

の
正
月
元
旦
を
期
し
て
、
ま
さ
か
の
敵
の
虚
を
衝
く
作
戦
を
立
て
、
元
日
の
早
朝
よ
り
原
城
に
総
攻
撃
を
か
け
た
の
で
あ
る
。

し

か
し
、

一
揆
の
守
り
は
固
く
、
そ
の
反
撃

に
よ

っ
て
、
重
昌
方
の
軍
勢
は
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
て
敗
退
し
、
重
昌
自
身
も
、
原
城

　
ヨ
　

の
塀
際
に
お
い
て
銃
弾

に
あ
た

っ
て
討
死
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
日
の
早
朝
、
出
陣
に
あ
た

っ
て
、
重
昌
が
書
き
残
し
た
置
文
が
、
板
倉
家

の
古
文
書
に
伝
存
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
、
次
の
ご

と
き
言
葉
と
和
歌
が
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

〔文
書
二
〕

即
ち
、
先
ず
詞
書

に
は
、

　　
かを

　　

モ
　

　　
　
　
　

ス
フ
　
　

こ

そ

の
あ

ら

た

ま

に

ハ
、

ゑ

ほ

し

の
緒

を

し

め

、

け

ふ

ハ
ひ

き

か

へ
て
、

甲

の
緒

を

し

め

、

出

陣

仕

候

。

誠

二
う

つ
り

か
わ

れ

る

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚

五



〔文書二〕板倉重昌置文

六

世

の
な
ら

ひ
、
今
更

の
や
う

に
存
候
。
は
や

　　

　ど

う
っ
た
ち
申
候
。

と
記
さ
れ
、
去
年

の
元
旦
に
は
烏
帽
子
の
緒
を
締
め

て
江
戸
城
に
登
城
し
た
の
に
引

替
え
て
、
今
年

の
元

旦
は
、
今
こ
こ
に
、
甲
の
緒
を
締
め
て
出
陣
す
る
立

場
に
置
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
感
懐
を
述

べ
、
こ
の

詞
書

に
つ
づ

い
て
、

あ
ら
た
ま
の
年
に
任
せ
て
さ
く
花
の

　　
　

　　
　

　　
　

　　
　

な

の

ミ

の

こ

ら

ハ
さ

き

か

け

と

し

れ

(寛
永
十

五
年
)

と
ら
の

正

月

朔

日

と

ら

の

刻

　ゑ
ロら

板
倉
内
膳

と
、

一
首

の
和
歌
を
書
き
留

め
て
い
る
。
こ
の
あ
と
、

こ
の
日
の
合
戦
に
、
重
昌
は
討

死
を
遂
げ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
和
歌
は
、
ま

さ
に
重
昌
の
辞
世
と
な

ぞ
　

っ
た
の
で
あ
る
。
時

に
重
昌

五
十
∴
歳
で
あ

っ
た
。

な
お
、
〔文
書

一
〕
の

(寛
永

十
四
年
)
十
二
月
晦

日
付
の
老
中
奉
書
は
、
当
然

、
重
昌
の
手

に
は
渡
る

こ
と
な
く
、
父
に
従

っ
て
島

原
の
陣
中
に
あ

っ
た
嫡



男
重
矩
の
許
に
届
い
た
こ
と
に
な
る
。

三

寛
永
十
五
年
正
月
元
旦
の
城
攻
め
が
敗
退
に
終

っ
た
直
後

の
正
月
四
日
、
松
平
信
綱

・
戸
田
氏
鉄
ら
の
軍
勢
が
有
馬
に
着
陣
し
、
以

後

、
松
平
信
綱
は
、
肥
後
熊
本
の
細
川
忠
利

・
肥
前
佐
賀
の
鍋
島
勝
茂

・
筑
後
柳
河
の
立
花
宗
茂

・
筑
後
久
留
米

の
有
馬
豊
氏

・
筑
前

福

岡
の
黒
田
忠
之

・
豊
前
小
倉

の
小
笠
原
忠
真
ら
、
九
州
の
諸
大
名
を
督
し
て
、
改
め
て
原
城
に
対
す
る
激
し

い
攻
撃
を
仕
掛
け
、
板

倉

重
昌
の
討
死
か
ら
ニ
ケ
月
を
経
た
寛
永
十
五
年

二
月
二
十
八
日
、
原
城
は
遂
に
陥
落
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ニ
ケ
月
に
わ
た
る
原
城
攻
囲
の
陣
に
、
板
倉
重
矩
も
、
父
重
昌
の
弔
合
戦
と
し
て
、
大

い
に
戦
功
を
励
ま
し
た
こ
と
は
勿
論
で

あ

る
。
『寛
政
重
修
諸
家
譜
』
の
板
倉
重
矩

の
事
項
に
は
、

十
五
年
二
月
二
十
七
日
、
鍋
島
信
濃
守
勝
茂
が
勢
と
と
も
に
城
に
乗
入
、
二
十
八
日
、
細
川
越
中
守
忠
利
が
仕
寄
場
に
を

い
て
、

父
の
弔
合
戦
せ
む
と
て
、
す
す
み
て
棚
を
や
ぶ
り
、
み
ず
か
ら
鎗
を
接

へ
、
戦
功
を
励
す
。

と
記
し
て
い
る
。
島
原
の
乱
鎮
定
の
翌
年
、
寛
永
十
六
年
六
月
、
板
倉
重
矩
は
父
の
遺
領
を
継
い
だ
が
、
そ
の
遺
領

一
万
五
千
石
の
内
、

五
千
石
を
弟
重
直
に
譲
与
し
、
重
矩
み
ず
か
ら
は

一
万
石
を
領
し
て
、
三
河
国
の
所
領
内

の
居
所
を
、
そ
れ
ま
で
の
額
田
郡
深
溝
か
ら
、

碧
海
郡
中
島
に
移
し
て
い
る
。
こ
の
年
、
重
矩
は
二
十
三
歳
で
あ
る
。

備
中
庭
瀬
藩
の
板
倉
家
に
伝
存
す
る
板
倉
重
矩
関
係

の
文
書
で
、
最
も
早
期

に
属
す
る
文
書
は
、
重
矩
が
家
督

を
継

い
で
十
八
年
後

の
明
暦
三
年

(
一
六
五
七
)
の
も
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
年

の
正
月
、
江
戸
は
じ
ま

っ
て
以
来

の
大
火
と
な

っ
た
、

い
わ
ゆ
る
明
暦
の
大

火

(俗
に
振
袖
火
事
と
も
い
う
)

の
直
後
の
こ
ろ
の
江
戸

の
様
子
を
、
重
矩
が
、
三
河
の
領
内

に
あ
る
板
倉
家
代

々
の
菩
提
寺
長
円
寺

の
住
持
に
書
き
送

っ
た
自
筆
の
書
状

で
あ
る
。

こ
の
明
暦
の
江
戸
大
火
は
、
明
暦
三
年
正
月
十
八
日
の
昼
過
に
、
本
郷
丸
山

の
本
妙
寺
か
ら
出
火
、
翌
十
九
日

に
か
け
て
、
江
戸
城

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚

七



八

下

の
大
半
を
焼
き

つ
く
し
、
火
は
更

に
江
戸
城
に
も
及
ん
で
、
天
守
閣
を
は
じ
め
、
本
丸

・
二
の
丸

・
三
の
丸

を
焼
き
、
僅
か
に
西
の

　ゑ

丸

の
み
が
残

っ
た
ほ
ど
の
未
曽
有
の
大
火
で
、
『徳
川
実
紀
』
に
も
、

凡
そ
両
日
の
火
に
、
本
城
并
に
二

・
三
丸
を
は
じ
め
、
諸
大
名
の
邸
宅
、
其
大
な
る
も
の
五
百
軒
、
士
庶

の
屋
舎
は
か
ぞ
ふ
る
に

い
と
ま
な
し
。
神
社

・
仏
閣
三
百
余
所
、
倉
廩
九
千
あ
ま
り
、
橋
梁
六
十
、
市
井
八
百
町

(或
は
五
百
余

町
)、
道
程
を
縦
横
に

計
れ
ば
二
十
二
里
八
町
、
こ
と
ご
と
く
焦
原
と
な
り
し
か
ば
、
歴
世
の
旧
記

・
武
具

・
宝
珍
多
半
、
こ
の
と
き
の
災
を
免

る
〉
も

　　
　
　
　
　

の
、
公
私
と
も
、

い
と
ま
れ
な
り
。
実
に
、
神
祖
府
を
関
東
に
ひ
ら
か
せ
た
ま
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
、

い
ま
だ
あ
ら
ざ
る
天
災
と

そ
聞
え
し
。

と
記
し
て
い
る
。
板
倉
重
矩
の
書
状
は
、
こ
れ
よ
り
凡
そ
二
十
日
後

の
二
月
八
日
に
長
円
寺

へ
書
き
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
な

り
長
文
な
の
で
、

一
部
を
省
略
し
て
、
そ
の
主
要
な
部
分

の
記
述

に
つ
い
て
解
読
し
て
み
た
い
。
[文
書
三
]

ま
ず
、
そ
の
書
状
の

冒
頭
の
と
こ
ろ
で
は
、

今
度
爰
元
大
火
事
、
絶
言
語
候
儀
候
、
就
夫
、
入
用

二
可
有
と
被
思
召
、
金
子
爲
御
持
遣
御
借
、
則
爰
許

へ
相
届
申
候
、
時
分
柄
、

一
入
之
御
心
入
、
別
而
忝
存
候
、
此
表

二
而

ハ
、
親
類

・
縁
者
も
皆
火
事

二
逢
、
金
子
無
心
可
申
方
も
無
之
、
致
迷
惑
候
処

二
、

右
之
段
大
慶
存
候
。

と
あ

っ
て
、
板
倉
氏

の
江
戸
の
藩
邸
も
類
焼
し
、
ま
た
親
類

・
縁
者
な
ど
も
、
皆
ほ
と
ん
ど
火
災
に
罹

っ
て
、
復
旧
に
必
要
な
金
子
の

調
達
も
む
ず
か
し
く
、
困
惑
し
て
い
る
と
こ
ろ

へ
、
長
円
寺
か
ら
金
子
が
届
け
ら
れ
た
こ
と

へ
の
感
謝

の
意
を
述

べ
、
ま
た
文
末
に
近

い
と
こ
ろ
で
は
、

今
度
之
火
事

二
、
大
勢
死
人
御
座
候
而
、
不
便
成
儀
共

二
御
座
候
、
方
々

二
右
之
死
骸
共
打
散
シ
有
之
由
、
達
御
耳
、
不
便

二
被

思
召
、
増
上
寺

二
被
仰
付
、
右
之
死
骸
共
、
深
川
之
広
キ
野

二
納
、
其
所

二
堂
ヲ
立
、
僧
ヲ
置
、
念
仏
ヲ
爲
申
、
供
養
可
仕
旨
被

　　
　
　
　
　

仰
付
、
諸
人
難
有
奉
存
事
二
御
座
候
、
公
方
様
殊
之
外
御
慈
悲
二
而
御
座
候
、
御
代
長
久
之
端
と
存
候
、



[文書三]板 倉重矩書状 〔部分〕

 

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚

と
記
し
て
、
こ
の
大
火
に
よ
る
死
者
の
収
容
、
そ
の
供
養

の
た

め
の
御
堂
の
建
設
が
進

ん
で
い
る
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
中

の

「増
上
寺

二
被
仰
付
」
と
あ
る
の
は
、
当

時
の
増
上
寺
方
丈

の
遵
誉
貴
屋
上
人
で
あ
り
、
深
川
の
野
に
建

て
ら
れ
た
供
養
の
御
堂

と
い
う
の
は
、
即
ち
回
向
院

(浄
土
宗
)
で
あ
る
。

　　
　

な

お

『
徳

川

実

紀

』

に

は

、

こ

の

死
者

の
収

容

・
供

養

の

こ

と

に

つ
い

て
、

　　
　
　

世
に
伝
ふ
る
所
は
、
正
月
の
廿
四
日
、
肥
後
守
正
之
、
増
上
寺

へ
代
参
に
ま
か
り

し
に
、
こ
ン
も
か
し
こ
も
焦
爛
せ
し
尸
骸
、
大
路
に
其
ま

〉
積
か
さ
ね
、
貴
賎
男

女
の
わ
か
ち
も
な
か
り
し
を
見
て
、
か
つ
驚
き
、
か
つ
か
な
し
み
、
人
を
は
せ
て
、

燒
原
あ
ま
ね
く
見
め
ぐ
ら
せ
し
に
、
す
べ
て
浅
草
門

の
辺
ま
で
は
四
面
み
な
か
く

の
如
し
と
申
け
る
。
正
之
大
に
憂
ひ
、

(中
略
)
か
く
の
如

く
捨
置
に
忍
び
ん
や
、

早
く
埋
葬
し
祭
祀
せ
ら
れ
ば
、
大
恩
の
枯
骨
に
及
ぶ
と
い

へ
ら
ん
仁
政
の

一
端
な

　ヰ
　
　

る
べ
し
と
、
諸
老
臣
に
会
議
し
、
牛
島
に
五
十
間
の
地
を
定
め
、
府
内
の
船
主
等

に
課
し
、
累
骸
を
か
し
こ
に
運
し
め
、
痙
埋
し
、

と
あ

っ
て
、
死
者

の
収
容

・
供
養

の
こ
と
に
、
殊

に
保
科
正
之

の
尽
力
が
大
で
あ

っ
た

　ア
　

こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

な
お
ま
た
、
重
矩
書
状
の
追
而
書
き
の
と
こ
ろ
に
は
、
「尚

々
、
爰
元
飢
人
共

二
、

去
月
廿

一
日
よ
り
所
々

二
而
粥
御
施
行
、
于
今
被
仰
付
、
難
有
儀

と
諸
人
申
候
」
と
、

罹
災
者

の
救
恤
の
た
め
に
、
正
月
二
十

一
日
以
来
、
二
月
八
日
当
時

に
至

る
ま
で
、

九



一
〇

所

々
で
粥
の
施
行
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
伝
え
て
い
る
。

四

板
倉
重
矩
は
、
そ
の
後
、
万
治
三
年

(
一
六
六
〇
)
十

一
月
、
大
坂
定
番
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
時
に
摂
津
国
住
吉

・
西
成

・
河
辺

・
豊

島

四
郡

の
内
で

一
万
石
を
加
増
さ
れ
て
、
二
万
石
と
な

っ
た
が
、
左
記
の
文
書
は
、
重
矩
が
、
そ
の
翌
年
五
月
、
大
坂
定
番
の
任
に
赴

い
た
時

の
、
幕
府

へ
の
報
告
に
対
し
て
答
え
た
老
中
奉
書

で
あ
る
。

〔文
書
四
〕

　　
　
　
　
　

御
状
令
披
見
候
、
公
方
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
恐
悦
旨
、
尤
之
事
候
、
将
又
、
其
方
儀
、
今
度
首
尾
好
御
暇
、
忝
被
存
候
、

　　
　
　

参
州
知
行
所
江
到
着
、
緩
々
と
用
意
有
之
而
、
去
十

一
日
被
致
発
足
候
、
十
五
日
於
大
津
、
石
川
播
磨
守
出
合
、
自
其
、
京
都

・

淀
江
立
寄
、
御
用
隙
明
次
第
、
大
坂
江
可
被
罷
越
之
由
、
令
承
知
候
、
示
給
之
段
、
可
及
上
聞
候
、
恐
々
謹
言
、

(寛
文
元
年
)

五
月
+
吾

(飜

譱

響

　　
　
　

板
倉
内
膳
正
殿

こ
の
文
中
に
、
大
津

に
お
い
て

「石
川
播
磨
守
出
合
」
と
あ
る
の
は
、
重
矩
と
同
時
に
大
坂
定
番
を
命
ぜ
ら
れ
た
伊
勢
国
神
戸
城
主

石
川
総
長

で
あ

っ
て
、
大
津
で
落
ち
合
い
、
こ
こ
か
ら
両
人
同
道
し
て
、
京
都

・
淀
を
経
て
、
任
地
の
大
坂

へ
赴
い
た
よ
う
で
あ
る
。

大
坂
定
番
は
、
大
坂
城
代
を
輔
佐
し
て
、
大
坂
城
の
警
備

に
当
る
重
要
な
役
職
で
、
中
央
の
大
手
門
を
は
さ
ん

で
、
大
坂
城
北
西
の
京

橋

口
定
番
と
、
南
東

の
玉
造
口
定
番
の
二
員
が
置
か
れ
た
が
、
こ
の
と
き
板
倉
重
矩
は
京
橋
口
、
石
川
総
長
は
玉
造
口
の
定
番
で
あ

っ

　　
　

た
。な

お
、

こ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
重
矩
の
弟
重
直
も
、
将
軍
家
綱
の
御
側
衆
に
召
し
出
さ
れ
て
お
り
、
左
記

の
老
中
奉
書
は
、

そ

の
こ
と
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。
〔文
書
五
〕



　　
　
　
　
　

御
状
令
披
見
候
、
公
方
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
恐
悦
之
旨
、
尤
之
事
候
、
将
亦
、
同
氏
筑
後
守
儀
、
御
前
近
可
被
召
仕
之
旨

被
仰
出
、
殊
色
々
御
懇
之
上
意
之
趣
被
承
及
、
於
其
方
、
重
畳
難
有
令
存
之
由
、
得
其
意
候
、
依
之
、
爲
御
礼
、
被
差
越
使
者
候
、

入
念
候
段
、
可
及
上
聴
候
、
次
其
方
同
役
早
速
被
仰
付
、
是
亦
忝
之
旨
、
承
届
候
、
恐
々
謹
言
、

(万
治
三
年
)

土

月
其

日

(酒
井
忠
清
以
下

老
中
四
名
連
署
)

ゑ
　
　

板
倉
内
膳
正
殿

と
あ

っ
て
、
こ
の
文
書
の
文
面
か
ら
も
、
重
矩
に
対
す
る
将
軍
家
綱
の
寵
遇
の
様
子
を
察
し
得
る
も
の
が
あ
る
が
、
更
に
、
次
に
引
用

す
る
老
中
奉
書
か
ら
は
、
そ
の
こ
と
が

一
層
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
。

重
矩
は
、
大
坂
定
番
在
職
中
の
寛
文
四
年

(
一
六
六
四
)
九
月
、
将
軍
家
綱
の
召
し
に
よ

っ
て
江
戸

に
参
府

し
、
謁
見
を
た
ま
わ
り
、

十

一
月
二
十

一
日
、
任
地
大
坂

へ
帰
る
に
あ
た

っ
て
、
相
州
行
光
の
刀
を
賜

っ
た
こ
と
が
、
『寛
政
重
修
諸
家
譜
』

の
重
矩

の
事
項

に

も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
左
記

の
老
中
奉
書
は
ま
た
、
こ
の
と
き
の
こ
と
に
関
係
す
る
文
書

で
あ
る
。
〔文
書
六
〕

御
状
令
被
見
候
、
公
方
様
益
御
機
嫌
能
被
成
御
座
、
恐
悦
旨
、
尤
之
事
候
、
将
又
、
先
頃
首
尾
好
御
暇
、
御
腰
物

・
黄
金

・
呉
服

拝
領
、
度
々
御
前
江
被
召
出
、
御
懇
之
上
意
、
御
用
等
御
直
被
仰
含
、
重
畳
難
有
被
存
之
由
、
得
其
意
候
、
且
又
、
其
方
娘
、
其

元
江
差
登
候
様

二
と
被
仰
出
、
忝
之
旨
、
承
届
候
、
因
茲
、
爲
御
礼
、
被
差
越
使
者
、
御
肴

一
種
進
上
之
候
、
右
之
趣
遂
披
露
候

処
、

一
段
之
仕
合
候
、
次
其
表
弥
別
条
無
之
由
、
令
承
知
候
、
恐
々
謹
言
、

(寛
文
四
年
ピ

+
二
月
廿
合

(酒
井
忠
清
以
下

老
中
四
名
連
署
)

　　
　
　

板
倉
内
膳
正
殿

こ
の
文
中
に
、
重
矩
が
江
戸
在
府
中
、
た
び
た
び
将
軍
家
綱

の
御
前
に
召
さ
れ
て
、
懇
ろ
に
、

い
ろ
い
ろ
上
意
を
承
り
、
御
用
の
こ

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚



一
二

と
な
ど
、
将
軍
み
ず

か
ら
直
に
仰
せ
含
め
ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
ま
た
、
暇
を
下
さ
れ
て
任
地
大
坂

へ
帰
る
に
あ
た
っ
て
、

特

に
、
重
矩
の
娘
を
同
道
し
て
よ
い
と
仰
せ
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
将
軍
家
綱

の
重
矩
に
対
す
る
恩
寵
の
、
極
め
て
厚

い

こ
と
の

一
端
を
う
か
が
い
得
る
。

な
お
、
こ
の
文
書

の
文
末

の
と
こ
ろ
に
、
「其
表

(大
坂
)

い
よ

い
よ
別
条
無
き
の
よ
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
の
言
葉
と
は

裏
腹

に
、
恐
ら
く
こ
の
老
中
奉
書
が
、
ま
だ
重
矩
の
許
に
届

い
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
、
年
明
け
て
寛
文
五
年

(
一
六
六
五
)
の
年
頭
、

大

坂
城
に
は
、
極
め
て
重
大
な
出
来
事
が
起

っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
、
寛
文
五
年

の
年
が
明
け
た
ば
か
り
の
正
月
二
日
の
夜
、
大
坂
城
天
守
閣
に
落
雷
が
あ
り
、
天
守
閣
は
炎
上
し
、
城
内
の
番
士

た
ち
の
屋
敷
や
米
蔵
な
ど
も
類
焼
す
る
と
い
う
突
然
の
大
災
害

に
見
舞
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
災
害
が
起

っ
た
と
き
、
大
坂
城
京
橋

　　
　

口

の
定
番
で
あ

っ
た
板
倉
重
矩
の
と

っ
た
機
敏
な
処
置
に
つ
い
て
、
『徳
川
実
紀
』

に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

寛
文
五
年
正
月
二
日
夜
、
雷
城
中

に
落
か
〉
り
、
五
重
の
櫓

こ
と
ご
と
く
や
け
う
せ
し
時
、
思
ひ
よ
ら
ぬ
事
な
れ
ば
、
城
内
外
、

以
の
外
周
章
し
て
、
門
を
い
ら
ん
と
す
る
も
の
、
出
む
と
す
る
も
の
、
騒
動
大
方
な
ら
ず
、
重
矩
が
守
る
処
、
京
橋
口
な
り
し
が
、

忽
に
柵
を
結
び
、
柵
の
内
に
門
を
設

て
、
甲
乙
人
の
乱
入
を
禁
ず
。
か
ね
て
近
郷
の
民
に
下
知
し
、
城
内
も
し
急
変
あ
ら
ば
、
こ

れ
を
符
と
し
、
郎
従
等
が
妻
子
を
引

つ
れ
退
け
よ
と
て
、
多

の
蛤
貝
の
半
を
わ
か
ち
、
半
に
は
郎
従
が
名
を
か
き
て
民
に
あ
た

へ
、

半
は
民
の
名
を
か
き
て
郎
従
等
に
あ
た

へ
、
配
分
し
た
り
し
に
よ
り
、
こ
の
夜
、
彼
民
ど
も
蛤
の
貝
を
持
来
る
。
を
の
く

符
を

　　
　

合
せ
て
、
郎
従
が
妻
子
を
引
連
行
し
か
ば
、
郎
従
等
、
身

に
ほ
だ
し
な
き
ま

〉
、

一
筋

に
心
を
お
な
じ
く
し
、
少
し
も
さ
は
が
ず

そ
な

へ
た
る
。
い
と
見
事
な
る
こ
と
な
り
と
そ
。

と
記
し
て
い
る
。
な
お
、
大
坂
城
の
天
守
閣
は
、
こ
の
と
き
の
雷
火
に
炎
上
し
て
以
後
、
現
在

の
天
守
閣
が
、

昭
和
六
年

(
一
九
三

一
)
に
復
興
さ
れ
る
ま
で
、
二
六
六
年

の
長
い
間
、
再
建
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。



五

板
倉
重
矩
の
大
坂
在
番
中

の
寛
文
五
年
正
月
に
、
大
坂
城
に
は
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
災
害
が
あ

っ
た
が
、
将
軍
家
綱
の
信
任

の
厚

い
重
矩
は
、
こ
の
年
の
暮
、
十
二
月
に
江
戸

へ
召
し
返
さ
れ
て
、
老
中
の
列

に
加
え
ら
れ
た
。
時
に
重
矩
四
十
九
歳

で
あ

っ
た
が
、
板

倉
氏

一
門
に
と

っ
て
は
、
は
じ
め
て
の
老
中
職
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
翌
年
寛
文
六
年
七
月
に
は
、
武
蔵
国
秩
父

・
上
野
国
碓
氷

・

相
模
国
中
三
郡
の
内

で
二
万
石
を
加
恩
さ
れ
て
、
都
合
四
万
石
を
領
し
た
。

そ
の
後
、
老
中
の
職
に
あ
る
こ
と
三
年
、
寛
文
八
年

(
一
六
六
八
)
五
月
に
は
、
第
三
代
の
京
都
所
司
代
で
あ

っ
た
牧
野
親
成
が
病

の
た
め
に
職
を
辞
し
た
あ
と
を
う
け
て
、
板
倉
重
矩
が
第
四
代
の
京
都
所
司
代
を
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
板
倉
氏

と
し
て
は
、
初
代
勝
重

　む

.
二
代
重
宗

に
次
ぐ
三
人
目
の
京
都
所
司
代
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
『徳
川
実
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

世
に
伝
ふ
る
処
は
、
当
時
公
家
年
少
の
輩
、
不
良
の
ふ
る
ま
ひ
あ
り
て
、
淫
風
大

に
行
は
れ
し
か
ば
、
こ
れ
を
督
責
す
る
の
任
、

尤
難
し
と
て
、
重
矩
、
老
臣
の
中
よ
り
ゑ
ら
び
、
の
ぼ
せ
ら
れ
し
と
そ
。

と
あ

っ
て
、
公
家

の
子
弟
た
ち
の
綱
紀
粛
正
の
任
を
も
帯
び
、
そ
れ
に
は
重
矩
が
最
も
ふ
さ
わ
し

い
器
量
の
人
物

と
し
て
、
将
軍
家
綱

か
ら
特
に
選
び
遣
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

京
都
所
司
代
と
し
て
赴
任
後
、
朝
廷

(靈
元
天
皇
)
よ
り
侍
従

に
任
ぜ
ら
れ
、
ま
た
、
寛
文
九
年
十

一
月
に
は
関
白
鷹
司
房
輔
の
妹

房

子
が
、
靈
元
天
皇

の
女
御
と
し
て
入
内

の
こ
と
が
あ
り
、
(
の
ち
に
中
宮
、
新
上
西
門
院
)、

こ
の
こ
と
に
関
し

て
も
、
重
矩
の
奉
仕

す

る
と
こ
ろ
多
大
で
あ

っ
た
の
で
、
朝
廷
よ
り
宀
更
に
従
四
位
上

・
近
衛
少
将
に
叙
任
の
沙
汰
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
と
き
は
、

こ
れ
を
辞
退
し
て
い
る
が
、
京
都
所
司
代
在
職
中
を
通
じ
て
、
靈
元
天
皇
を
は
じ
め
、
殊
に
後
水
尾
法
皇
や
明
正

・
後
西
上
皇
か
ら
の
、

重
矩
に
対
す
る
恩
寵
は
、
ま
た
極
め
て
厚

い
も
の
が
あ
り
、
し
ば
し
ば
宮
中
や
院
御
所
に
召
さ
れ
て
参
上
し
、
朝

廷
と
幕
府
と
の
間
の

　　
　

融
和
の
こ
と
に
力
を
尽
し
て
い
る
。

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚

=
ご



一
四

京
都
所
司
代

の
職
に
あ
る
こ
と
二
年
、
重
矩
は
、
寛
文
十
年
十

一
月
江
戸

へ
召
し
返
さ
れ
、
改
め
て
ま
た
老
中

の
職
に
復
し
た
。
そ

し

て
翌
年
、
寛
文
十

一
年

二
月
に
は

一
万
石
を
加
増
さ
れ
て
五
万
石
と
な
り
、
更

に
、
そ
の
翌
年
、
寛
文
十
二
年

(
一
六
七
二
)
閏
六

月

に
は
、
将
軍
家
綱
か
ら
、
父
祖

の
忠
功
、
島
原
に
お
け
る
戦
功
、
大
坂
城
雷
火

の
と
き
の
処
置
、
京
都
所
司
代
と
し
て
の
勤
労
な
ど

の
こ
と
に
対
す
る
恩
賞
と
し
て
、
老
中
職
は
そ
の
ま
ま
で
、
下
野
国
烏
山
城
主

に
封
ぜ
ら
れ
、
(現
、
栃
木
県
那
須
郡
烏
山
町
)
、
同
時

に
、
従
来
の
所
領
を
改
め
て
、
下
野
国
那
須
、
山
城
国
久
世

・
相
楽

・
綴
喜
、
摂
津
国
住
吉

・
西
成

・
河
辺

.
豊
島
、
三
河
国
額
田

.

　ゆ
　

幡
豆

・
碧
海
、
上
総
国
山
辺

・
埴
生
の
十
三
郡
の
内

に
お
い
て
五
万
石
を
恩
賜
さ
れ
た
。

庭
瀬
藩
板
倉
家

の
文
書
の
中

に
、
こ
の
翌
年

(寛
文
十
三
年
)
、
二
月

二
十
六
日
の
日
付
で
、
京
都

の
前
権
大
納
言
東
園
基
賢
か
ら

板
倉
重
矩
に
宛
て
た

一
通

の
書
状
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
次
の
ご
と
き
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
〔文
書
七
〕

　　
　
　
　
　

爲
年
頭
勅
使
、
伝
奏
衆
被
致
参
府
候
条
、

一
書
令
啓
達
候
、
先
以
、
其
御
地
大
樹
御
機
嫌
宜
候
由
、
珍
重
之
御
事
二
奉
存
候
、
此

　ヨ
　
　
　
　

表
、
禁
裏

・
院
中
、
御
安
泰

二
候
条
、
可
被
御
心
安
候
、
御
自
分
尤
御
堅
威

二
御
勤
可
被
成
と
、
是
又
目
出
度
存
候
、
然
者
、
女

御
御
方
、
珍
重
之
御
様
子
之
由
、
此
頃
大
概
治
定
之
御
沙
汰
候
、
年
来
願
存
候
処
、
珍
重
之
御
事
と
、
皆

々
悦
申
候
、
当
月
五
ヶ

月
に
候
条
、
内
々
御
着
帯
之
御
沙
汰
可
有
之
候
様

二
、
其
沙
汰
候
、
貴
方
御
悦
令
察
候
、
猶
期
後
喜
之
時

候
条
、
先
如
此

二
候
、

恐
惶
謹
言
、

(寛
文
士
二
年
)

東
園
大
納
言

二
月
廿
六
日

基
賢

　　
　
　

板
倉
内
膳
正
殿

こ
の
書
状
の
中

で
、
「女
御
御
方
、
珍
重
之
御
様
子
之
由
、
此
頃
大
概
治
定
之
御
沙
汰
候
」
と
あ
る
の
は
、
靈
元
天
皇
の
女
御
鷹
司

房

子

(新
上
西
門
院
)
の
御
懐
妊
の
こ
と
が
は

っ
き
り
し
た
旨
を
伝
え
た
も
の
で
、
当
月
す
で
に
妊
娠
五
ヶ
月

な
の
で
、
内
々
御
着
帯

の
沙
汰
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
鷹
司
房
子
が
、
靈
元
天
皇

の
女
御
と
し
て
入
内
し
た
の
は
、
前
記

の
ご
と
く
、
板
倉
重



矩

の
京
都
所
司
代
在
職
中
の
こ
と
で
、
重
矩
も
そ
の
こ
と
に
深
く
か
か
わ

っ
て
い
た
事
情
も
あ

っ
て
、
中
園
基
賢
が
、
特
に
女
御
の
御

懐

妊
の
旨
を
重
矩
に
伝
え
て
、
「貴
方
御
悦
、
察
せ
し
め
候
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
女
御
鷹
司
房
子
の
腹

に
あ

っ
た
御
子
が
、
女
二
の
宮
栄
子
内
親
王
で
あ

っ
て
、
寛
文
十
三
年
八
月

二
十
三
日
の
御
誕
生
で

お
　

ゑ
ど

あ
る
。
『徳
川
実
紀
』
に
も
、
こ
の
姫
宮

の
誕
生
に
つ
い
て
、
「
こ
の
廿
三
日
、
京
に
て
女
御
御
平
産
、
姫
宮
生
れ
給
ひ
し
注
進
あ
り
」

と
記
し
、
九
月
七
日
に
は
、
こ
の
姫
宮

の
誕
生
を
祝
す
る
将
軍
か
ら
の
賀
使
と
し
て
、
高
家
吉
良
上
野
介
義
央
が
上
洛
を
命
ぜ
ら
れ
て
、

靈

元
天
皇
に
太
刀

一
振

.
馬
代
銀
三
百
枚
、
女
御

に
銀
二
百
枚
、
姫
宮

に
産
衣
十
重
、
後
水
尾
法
皇

に
太
刀

一
振

・
馬
代
銀
百
枚
、
明

正

上
皇
に
縮
緬
二
十
巻
、
後
西
上
皇

に
時
服
十
、
女
御
の
兄

で
あ
る
関
白
鷹
司
房
輔
に
太
刀

一
振

・
馬
代
銀
五
十
枚
な
ど
が
献
上
さ
れ

た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

中
園
基
賢
か
ら
、
女
御
鷹
司
房
子
御
懐
妊
を
知
ら
せ
る
書
状
が
届
い
て
の
ち
間
も
な
い
、
こ
の
年
五
月
の
中
頃
か
ら
、
板
倉
重
矩
は

病

の
床

に
臥
す
る
身
と
な

っ
た
が
、
こ
の
と
き
将
軍
家
綱
は
、
重
矩
の
弟
の
御
側
衆
板
倉
重
直
に
、
重
矩

の
許

に
赴
い
て
昼
夜
看
侍
す

る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
病
状
を
問
う
見
舞
の
上
使
が
遣
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
将
軍
の
懇
志
も
効
な
く
、
重
矩

　ぬ
　

は
寛
文
十
三
年
五
月
二
十
九
日
卒
去
し
た
。
し
た
が

っ
て
、
前
記

の
中
園
基
賢
の
書
状
に
よ

っ
て
女
御
懐
妊
の
こ
と
は
知

っ
た
が
、
栄

子
内
親
王
の
誕
生
の
こ
と
は
知
る
こ
と
な
く
し
て
世
を
去

っ
た
こ
と
に
な
る
。
時
に
重
矩
五
十
七
歳
で
あ

っ
た
。

六

板
倉
重
矩
は
、
江
戸
初
期
の
板
倉
家

一
門
の
中

で
も
、
伯
父
重
宗
と
並
ん
で
、
秀
れ
た
才
幹

の
人
物
と
し
て
、
将
軍
家
や
朝
廷
か
ら

の
恩
寵
も
殊
に
厚
い
も
の
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
死
に
臨
ん
で
書
き
の
こ
し
た

『板
倉
重
矩
遺
書
』
が
、
現
在
、
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ

お
　

ま
　

て

い
る
。
こ
の
遺
書
は
、
重
矩
の
嗣
子
重
種
に
書
き
与
え
た
も
の
で
あ

っ
て
、
ま
ず
、
そ
の
書
の
前
文
に
、

　　
　

我
病
付
、
死
近
く
覚
候
間
、
其
方

へ
い
さ
め
べ
き
事
有
、
書
付
候
、
是
を
見
勤
め
ば
、
忠
た
り
孝
た
り
、
其
身
ま

つ
た
か
ら
ん
。

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚

一
五



＼

一
六

と
し
て
、
五
ヶ
条

に
分
け
て
、
心
得

べ
き
こ
と
を
書
き
記
し
て
い
る
。

そ
の
第

一
条
に
は
、
忠
孝

の
こ
と
は
今
更
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
「
人
の
主
た
る
身

の
、
学
文
な
く
ば
政
道
な

り
が
た
し
」
と
し
て
、

四
書

・
五
経

・
七
書
の
類
を
よ
く
学
ん
で
、
そ
の
書

に
示
さ
れ
て
い
る
理
を
具
に
す
べ
き
こ
と
を
述

べ
、
第
二
条
に
は
、

お

　
　

　　
　

其
方
生
付
、
賢
実
な
る
故
、
物
毎

へ
ん
く

つ
な
る
事
有

べ
し
。
能
く
人
を
し
た
し
み
、
異
見
を
請
け
、
下

々
迄
懇
ろ
に
言
葉
を
か

け
、
我
に
物
い
ひ
よ
き
様
に
し
て
、
身
の
上
を
い
は
せ
聞
、
其
人
の
才
智
を
知
る
べ
し
。

と
記
し
て
、
独
善
に
な
る
こ
と
な
く
、
よ
く
人
の
言

に
耳
を
傾
け
る
べ
き
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
次
の
第
三
条

で
は
、

主
人
た
る
者
は
、
賞
罰
正
し
き
所
に
有
。
然
る
に
、
多
く
は
其
悪
を
あ
ら
た
め
、
是
を
罰
す
ば
か
り
に
て
、
善
人
を
尋
出
し
、
賞

ま
れ

を
あ
た
ふ
る
事
希
也
。

と
記
し
、
主
た
る
者
は
、
賞
罰
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
、

一
般
に
は
、
悪
ば
か
り
を
見
出
し

て
、

こ
れ
を
罰
す
る
こ

と

の
方
が
多

い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
も

っ
と
肝
要
な
こ
と
は
、
よ
く
善
を
尋
ね
出
し
て
、
こ
れ
を
賞
す
る
こ
と
で
あ
る
と

し

て
、
「上
に
善
人
を
愛
す
れ
ば
、
下
お
の
つ
か
ら
善

に
帰
す

べ
き
と
也
」
と
述

べ
て
い
る
。
第
四
条
に
は
、

先
ず
我
心
を
知

っ
て
、
壱
所

に
こ
り
か
た
ま
ら
ぬ
や
う

に
し
て
、
(中
略
)
尤
も
身

の
上
を
人
に
い
は
せ
て
聞
、
我
心
を
穿
鑿
せ

よ
。

と
し
て
、
惣
じ
て
、
自
分
に
対
す
る
褒
め

へ
つ
ら
い
の
言
葉
は
、
言
う
方
も
い
い
や
す
く
、
聞
く
耳
に
も
入
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
、

大
切
な
こ
と
は
、
人
か
ら
の
批
判

の
言
葉
を
よ
く
受
け
入
れ
て
、
「我
と
我
が
善
悪
を
穿
鑿
す
べ
し
」
と
い
い
、

最
後
の
第
五
条

で
は
、

ま
ず

「
人
は
恥
を
知
る
を
宝
と
す
」
と
述

べ
た
上
で
、
今

の
世
情
を
批
判
し
て
、

こ
こ
ろ
ざ
し

天
下
静
謐
な
る
ま

〉
、
武
士
道
嗜
な
く
、
我
侭
ば
か
り
多
、

い
や
し
き
心

指
出
来
、
下
々
共

に
機
嫌
取

の
奉
公
人
多
く
集
む
。

　　
　

先
年
の
法
に
も
、
「文
を
左
、
武
右

に
し
て
」
と
仰
出
さ
る
。
其
は
げ

み
は
な
く
、
身
代
な
ら
ず
、
拝
借

の
ね
が
ひ
、
我
身
ら
く

が
ら
す
る
心
入
ば
か
り
、
朝
夕
思
ふ
人
多
。
口
惜
か
ら
ず
や
。
大
分
の
所
領
を
け
が
し
、
人
の
歎
き
を
も
知
ら
ず
、
浅
ま
し
き
事



ど
も
な
り
。
何
ほ
ど
の
書
を
読

て
も
、
慎
ま
ざ
れ
ば
益
な
し
。

と
諭
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
板
倉
重
矩
は
、
そ
の
死
期
近
き
に
あ
た

っ
て
、

一
一
み
ず
か
ら

の
体
験
に
基
づ
い
て
、
主
た
る
者
の
深
く
心
に
留
め

お
く
べ
き
道
を
、
五
ケ
条

に
わ
た

っ
て
、
嗣
子
重
種

へ
の
教
え
の
言
葉
と
し
て
書
き
の
こ
し
た
の
で
あ
る
。

七

父
重
矩
の
死
期
近
き
に
あ
た

っ
て
、
右
の
ご
と
き
遺
言
の
教
諭
を
う
け
た
板
倉
重
種
は
、
そ
の
後
、
延
宝
五
年

(
一
六
七
七
)
六
月
、

奏
者
番
に
補
せ
ら
れ
て
、
寺
社
奉
行
を
兼
ね
、
更
に
、
延
宝
八
年
五
月
将
軍
家
綱
が
死
去
し
て
、
徳
川
綱
吉
が

五
代
将
軍
と
な

っ
た
直

後

の
、
同
年
九
月

に
は
、
父
重
矩
に
つ
づ
い
て
、
板
倉
氏
と
し
て
は
二
人
目
の
老
中
の
職
を
拝
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
翌
年
、
天
和
元

年

(
一
六
八

一
)
二
月
に
は
、
封
地
を
、
そ
れ
ま
で
の
下
野
国
烏
山
を
改
め
て
、
武
蔵
国
岩
槻

(現
、
埼
玉
県
岩
槻
市
)
に
移
封
さ
れ

た
上
、

一
万
石
の
加
恩
を
う
け
て
、
都
合
六
万
石
を
領
す
る
に
至
り
、
幕
府
の
閣
老
と
し
て
昇
進
の
道
は
順
調

の
ご
と
く
で
あ

っ
た
。

し
か
る
に
、
こ
の
年

の
十

一
月
に
至

っ
て
、
将
軍
綱
吉
の
勘
気
を
蒙
る
こ
と
あ

っ
て
、
さ
き
に
加
増
さ
れ
た

一
万
石
を
削
ら
れ
、
五

万
石
に
減
封
の
上
、
封
地
も
、
武
蔵
国
岩
槻
か
ら
信
濃
国
埴
科
郡
坂
木

(現
、
長
野
県
埴
科
郡
坂
城
町
)

へ
移

さ
れ
て
蟄
居
し
た
。
そ

し

て
、
天
和
三
年

(
一
六
八
三
)
五
月
に
は
、
所
領
返
上
の
こ
と
も
上
申
し
た
が
、
板
倉
氏
祖
先
代
々
の
功
労

に
よ

っ
て
、
五
万
石

の

所
領
は
安
堵
さ
れ
、
こ
の
五
万
石
の
内
、
三
万
石
を
嫡
男
重
寛
に
譲
り
、
ま
た
残
り
の
二
万
石
は
、
重
種

の
兄
重
良
の
子
で
、
重
種
の

許

で
養
育
さ
れ
て
い
た
甥
の
重
宣
に
分
封
し
て
隠
居
し
、
そ
の
後
、
二
十
二
年
を
経
た
宝
永
二
年

(
一
七
〇
五
)
九
月
、
こ
の
地
に
お

　ユ

い
て
没
し
た
。

重
種
か
ら
天
和
三
年
二
万
石
を
分
与
さ
れ
た
板
倉
重
宣
は
、
信
濃
国
伊
奈

・
佐
久
、
上
総
国
市
原
三
郡
の
内

に
知
行
地
を
持

っ
て
、

別

に
家
を
興
し
、
上
総
国
市
原
郡
高
滝

(現
、
千
葉
県
市
原
市
高
滝
)
を
居
所
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
重
宣
は
、
そ
の
翌
年
、
貞
享

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚

＼

一
七

丶



一
八

ふ
さ

元
年

(
一
六
八
四
)
八
月
、
二
十

一
歳
の
若
さ
で
死
去
し
た
の
で
、
そ
の
死
期
に
臨
ん
で
、
当
時
丹
波
国
園
部
藩
主
で
あ

っ
た
小
出
英

と
も知

の
三
男
重
高
を
養
子
に
迎
え
て
遺
領
を
継
が
し
め
た
。

こ
の
板
倉
重
高
が
、
そ
れ
か
ら
十
五
年
後

の
元
禄
十
二
年

(
一
六
九
九
)
二
月
、
知
行
所
を
備
中
国
賀
陽

・
都
宇

・
小
田
三
郡
の
内

　　
　

に
移
さ
れ
て
、
賀
陽
郡
庭
瀬
を
居
所
と
し
、
備
中
庭
瀬
藩
板
倉
氏
の
祖
と
な

っ
て
、
以
後
、
幕
末

に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

な
お
、
板
倉
氏
の
宗
家

は
、
第
二
代
の
重
宗

の
あ
と
、
重
宗
の
孫
重
常
の
と
き
、
寛
文
九
年

(
一
六
六
九
)

に
、
下
総
国
関
宿
か
ら

伊
勢
国
鈴
鹿
郡
亀
山
城
主

(五
万
石
)
に
移
封
さ
れ
、

(現
、
三
重
県
亀
山
市
)、
更
に
、
そ
れ
か
ら
三
代
後

の
勝
澄
の
と
き
、
延
享
元

年

(
一
七
四
四
)
三
月
に
、
伊
勢
国
亀
山
か
ら
、
知
行
所
を
備
中
国
上
房

・
川
上

・
賀
陽

・
下
道

・
哲
多

・
阿
賀

・
浅
口
七
郡
の
内
に

移

さ
れ
、
上
房
郡
松
山
城

(現
、
岡
山
県
高
梁
市
)
を
居
所
と
し
て
、
五
万
石
を
領
し
、
以
後
、
幕
末
に
及
ん

で
い
る
。

従

っ
て
、
江
戸
中
期
、
将
軍
吉
宗
の
治
世

の
末
年
で
あ
る
延
享
元
年
以
後
、
明
治
維
新
の
廃
藩

に
い
た
る
ま

で
の
、
江
戸
時
代
後
半

期

に
は
、
板
倉
氏
の
宗
家
は
、
備
中
国
中
部
の
松
山
藩
主

(五
万
石
)
、
庶
家

の
板
倉
氏
は
、
備
中
国
南
部

の
庭
瀬
藩
主

(二
万
石
)

と
し
て
、
そ
れ
ま
で
、
共
に
幾
た
び
か
の
所
替
え
を
経
な
が
ら
、
最
後
、
同
じ
備
中
国
内
の
領
主
と
し
て
並
立
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

注(
1
)

『寛

政
重

修
諸

家

譜
』

巻
第

八
十

二
、

「
板
倉

重
昌

」

の
事
項

。

(
2
)

『徳

川

実
紀

』

寛
永

十

四
年

十

一
月

十

日

の
条

の
記

事

に
よ

れ

ば
、

島
原

へ
の
上
使

と

し

て
板

倉
重

昌

派
遣

の

こ
と
が
決

定

さ
れ

た

と
き
、

柳
生

但

馬
守
宗

矩

は
、

こ
れ

に
強

く
反
対

の
意

を

示
し
、

「内

膳

(重
昌

)
位

浅

く
禄

少
し
。

一
旦

は
御

使

の
事

ゆ

へ
、

西

国

の
大
名

等

そ

の
下
知

に
し

た
が

ふ
と

い

へ
ど
も
、

案

の
外

に
時

日

の
び

て
、

せ
め

あ
ぐ

ま
ば

、

い
か

に
思

ふ
と
も
、

せ

ん

か
た
な

か
る

べ
し
。

そ

の
時

に

い
た

り
、

か
さ

ね

て
家

門

の
貴
族

か
、

ま

た
宿
老

の
権

威
あ

る
輩

を

ゑ
ら
び

、
御
使

立

ら
れ
ば

、
内

膳

な

に

面

目

あ
り

て
か
、

そ

の
ま

〉
帰
り
来

る

べ
き
、

あ

た
ら

し
き
武

士

一
人

み
す

み
す
討

死

せ
し

め
ん
事

、
ま

こ

と
お
し

き

こ
と
な

ら
ず

や
L

と
、

そ

の
派
遣
を

取
止

め

る

べ
き
こ

と
を
閣
老

に
進

言

し
た

が
容

れ
ら

れ
な

か

っ
た
と

し

て
い
る
。

し

か
し
結

果
的

に
は
、

宗

矩

の
言

の
ご

と

く
、

や
が

て
老
中

松
平

信
綱

が
、

重
ね

て
上
使

と

し

て
派
遣

さ
れ

る

こ
と
と

な
る
。

(3
)

『徳

川
実

紀

』
寛

永

十

五
年

正

月

十

二
日

の
条

に

は

「
こ

の
日

(正

月
元

日
)
有

馬
士

討

死
九
十

四
人

、
雑

兵
千

百
余

人
、
鍋

島



士
討

死

三
百

八
十

三
人

、
雑

兵

二
千

五

百
余

人
、

松
倉

士
十

七
人
、

雑
兵

三

百

二
十

七

人
、
諸

大

名
使
者

三

十
余

人
、

都
合

討
死

・
手

負

四
千
余

人

。
城

申

に
は
手

負

・
死
人

九
十
余

人

ば

か
り
な

り
し

と

そ
L

と
記

し

て

い
る
。

(
4
)

『
徳

川
実

紀
』

に
は
、
右

の
記
事

に

つ
づ

い

て
、

板
倉

重

昌

の

辞

世

に

つ
い
て

の
記
事

も

載

せ

て

い
る

が
、

そ

れ

に

は
、

「
そ

の

中

に
も
哀

な

る
事

は
、
内

膳

正
重
昌

、
今

朝
、

試

筆

の
心

に
や
、

出
陣

前

に
筆

を
そ

め

て
、
去
年

の
け

ふ
は
江
城

に
て
鳥
帽

子

の
緒

を

し
め
、

今
年

の
今

日

は
島

原

に
て
兜

の
緒

を
し

め
、

は
や
打

立

候

と
あ

り

て
、

奥

に
、

あ

ら

た
ま

の
と

し

の
始

に
散
花

の
名

の

み
残

ら
ば

先

が

け
と
し

れ

と

か
き

し
そ
、

な

が
き

世

の
か
た

み
と

は

の
こ
り

け

る
」

と

あ

っ

て
、

和

歌

の

「
年

に
任

せ

て
さ

く
花

の
」

が
、

「
と

し

の
始

に
散

花

の
」

と
な

っ
て

い
る
。

前
者

は
、

新
年

と

と
も

に
、
自

分

が
立

派

な
功
績

を
立

て
て
、

ま
さ

に

「咲

く
花

」

と
な

る

こ
と
を
願

い

つ

つ
、

も
し
討

死

す

る
こ
と

が
あ

れ
ば

の
意

で
あ

る

の
に
対

し
て
、

後
者

は
、

「年

の
始

め

に
散

る
花

」

と

し

て
、

こ

の

と

き
、
す

で

に

「
散

る
花
」

と

な

る
こ
と

を
覚
悟

し

て

の
、

文
字

通

り
辞
世

で

あ

る

こ
と

に

な
り
、

歌

意

に
や

や
相

違

が

あ

る
。

勿

論
、

『
徳

川

実

紀

』

の
記
事

の
方

が
、

誤

り
伝

え

て

い
る

こ
と

は
明

ら

か
で
あ

る
。

(
5
)

『徳

川
実

紀
』

明
暦

三
年

正

月
十

九
日

の
条

。

(
6
)

同

右
、

明
暦

三
年

二
月

廿
九

日

の
条
。

(
7
)

『寛

政
重

修
諸

家
譜

』
巻

第

四
十

九
、

「
松
平

(保

科
)

正
之

」

の
事

項

に
、
明
暦

の
大

火

の
あ

と
、
炎

上

し
た
江

戸
城

天
守

閣
再

建

の

こ
と
が
、
幕

府

の
閣
老

の
あ

い
だ

で
議

せ
ら

れ

た
と
き

、
保

科

正
之

が
、

「
天
守

は
近

世

の
事

に

て
、
実

は
軍

用

に
益

な

く
、

唯
観

望

に
備

ふ
る

の

み

な
り
。

之

が

為

に

人
力

を

費

す

べ

か
ら

ず
」

と
主

張
し

て
、

天
守

閣
復

興

の
こ
と

は
沙
汰

止

み
と
な

り
、

こ
の
明
暦

三
年

正
月

に
炎

上
し

て
以
後

、
江

戸
城

の
天
守

閣

は
、

つ

い
に
再
建

さ

れ

る
こ
と

な
く
、

そ

の
姿
を

消
し

た

の
で
あ

る
。

保
科

正
之

は
、

二
代
将

軍
秀

忠

の
四
男

、

三
代

将

軍
家
光

の
異
母

弟

で
、
慶
安

四
年

(
一
六

五

一
)

家
光

が
死
去

し

て
、
嫡

子
家

綱

が
新

将
軍

と
な

っ
た

と
き
、

兄
家

光

の
遺
言

に
よ

っ
て
、

若

い
家

綱

(
十

一
歳

)
輔

佐

の
任

に
あ

っ
た
。

(
8
)

大

坂
定
番

は
、

大
坂

在
番

・
城

番

と
も

い

い
、

大
体
、

一
・
二

万
石

の
譜
代

大
名

が
、

こ
の
職

に
任
ぜ

ら

れ
た
。
当

時
、

板
倉

重

矩

・
石
川
総

長
、

共

に

二
万
石

の
大
名

で
あ

る
。

(9
)

『徳

川
実

紀

』
延

宝

元
年

(寛

文

十

三
年

)

五
月

廿

九

日
、

板

倉

重
矩

死
去

の
日

の
記

事
。

(10
)

同
右

、
寛

文

八
年
十

月
廿

五
日

の
条

。

(11
)

『
寛
政

重
修

諸
家

譜
』

巻
第

八
十

二
、

「
板
倉

重
矩

」

の
事
項

。

(12
)

同
右

。

(13
)

栄

子
内
親

王

は
、
霊

元
天
皇

の
第

二
皇

女

で
、
第

一
皇

女

は
、

寛

文

九
年

二
月
誕

生
後

、

五
ケ
月

に
し

て
薨
去

し
、

廬
山

寺

に
葬

っ
て
知

光
院

宮

と
号

し
た
。

栄
子

内
親

王

は
、

こ
の

の
ち
貞
享

三

年

(
一
六

八
六
)

十

一
月
、

十

四
歳

で
、

二
条

綱
平

(当

時
、
権

大

納
言

、
十

五
歳

。

の
ち

に
関
白

と
な

る
)

に
嫁

し
、
延

享

三
年

(
一
七
四
六

)

三
月
、

七
十

四
歳

で
薨

去
。
嵯

峨

の

二
尊

院

に
葬

備
中
庭
瀬
藩
板
倉
家
伝
来
の
古
文
書
覚

一
九



二
〇

ら

れ

て
、
妙

功
徳

院
宮

と
号

し

た
。
東

山
天

皇

よ
り

二
歳
年

上

の

姉

宮

で
あ

る
。

(
『本

朝

皇

胤

紹
運

録

』

・

『
公
卿
補

任

』
参

照

)
。

(
14
)

『
徳

川
実

紀
』

延

宝

元
年

(寛

文

十

三

年

)
五

月

廿

四

日

・
廿

九

日

の
条
。

(
15
)

『
日
本

思
想

大
系

』

二
七
、

「
近

世
武

家
思

想
」

所
収

。

(
16
)

板
倉

重
種

は
、

重
矩

の
三
男

で
、

は
じ

め
重
矩

の
弟

重
直

の
養

子

と
な

っ
て

い
た
が
、

寛
文

十

二
年
九

月
、

長
兄

重
良

が
病

弱

の

た

め
廃

嫡
と

な
り
、

次

兄
重

澄
は

早
世

し

て

い
た

の

で
、

重
種

が
、

重

矩

の
家

に
帰

っ
て
、
家

督

を
継

い
だ

の

で
あ

る
。

(
17
)

『徳

川

実
紀

』

天
和

三
年

五
月
十

八
日

の
条
。

『寛

政
重

修
諸
家

ifii�
d
巻

第

八
十

二
、

「
板

倉
重

種
」

の
事
項

。

(
18
)

『寛

政

重
修

諸
家

譜
』

巻
第

八
十

二
、

「
板
倉

重
宣

・
重

高
」

の

事

項
。


